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地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」について 

 

地域医療構想調整会議（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 14 第１項に

規定する協議の場をいう。以下同じ。）における具体的な議論の進め方については、

昨年 12 月、「医療計画の見直し等に関する検討会」において意見がとりまとめられ、

将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、まずは、地域にお

ける救急医療、小児医療、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関から、そ

の役割の明確化を図り、その他の医療機関については、中心的な医療機関が担わない

機能や、中心的な医療機関との連携等を踏まえ、役割の明確化を図ることとされてい

る。 

公的医療機関等（同法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する医療機関をい

う。）や、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人労働者健康安全機構が開設す

る医療機関、地域医療支援病院、特定機能病院については、これらの医療機関が地域

において果たしている役割等に鑑み、他の医療機関に率先して、地域医療構想（同法

第 30 条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）の達成に向け

た将来の方向性を示していただくことが重要である。 

今般、上記の医療機関の開設者等に対し、別添のとおり、地域医療構想の達成に向

けた将来の方向性を示すための「公的医療機関等２０２５プラン」を策定した上で、

当該プランを地域医療構想調整会議に提示し、議論を行うよう依頼したので、ご了知

の上、地域医療構想調整会議において具体的な協議が進むよう、遺憾なきを期された

い。 

特に、地域医療構想調整会議における協議のスケジュールについて、「経済財政運

営と改革の基本方針 2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）において、個別の病院名や

転換する病床数等の具体的対応方針を速やかに策定するため、２年間程度で集中的な

検討を促進することとされていることや、別添「公的医療機関等２０２５プランにつ

いて」に示す「地域医療構想調整会議の進め方のサイクル」の趣旨を踏まえ、このサ

イクルで予定されている３回目の地域医療構想調整会議において、救急医療や災害医

療といった政策医療を主として担う医療機関のプランが、４回目の地域医療構想調整

会議において、その他の医療機関のプランが議論された上で、年度内に次年度の構想

の具体的な取組について意見の整理がなされるよう、適切な進捗管理をお願いする。 



なお、地域医療支援病院における「公的医療機関等２０２５プラン」の策定に関し

ては、別添により、貴管下の地域医療支援病院に対し、貴職より依頼願いたい。 


